
田 野 運 動 公 園 野 球 場 ＿ 利 用 規 則 

★予約申込者又は団体責任者が全員に周知徹底させてください★ 

◆使用時の厳守事項 

 ◎使用時間には準備や後片付け・清掃・整備等を含む 

  ※次に利用される方の迷惑にならない様、時間厳守でお願いします 

 ◎野球場以外での練習について 

※多目的広場の使用は申請許可を得ていない場合、使用不可とする。 

また、バッティング練習（近距離のトスバッティング等を除く）及び硬式球の使用は 

如何なる理由においても禁止とする。公園内通路でのボールの使用も不可とする 

 ◎バッティングゲージは元の場所に正しい位置に戻すこと 

  ※元の位置に戻っていない場合、管理人より指導が入ります 

 ◎使用後はグランド整備・清掃を必ずおこない、使用した備

品は所定の場所に戻すこと 

 ◎ゴミ等は各自で必ず持ち帰ること（観客席含む） 

 ◎余った石灰の袋は必ず持ち帰ること 

※石灰袋を発見した際は代表者へご連絡し即取りに来て頂きます 

 ◎スコアボード、放送設備、エアコン、散水ホースを使用さ

れる方は田野体育館事務所までご相談ください 

 ◎グラウンド内ではサプリメント系等以外の食事はご遠慮

ください ※食事はスタンド及び多目的広場のステージでお願いします 

◎球場内・観客席・球場周辺は全て禁煙とする 

◆その他 

 ・動物（飼い犬等のペット）を連れて入らないこと ※但し、盲導犬は対象外 

 ・火気の使用禁止 

 ・施設等へ意図的に汚損、破損などおこなった場合は指定管理者に対し弁償すること 

 ・施設内や駐車場等における事故、盗難等のトラブルについては、一切責任を負いません 

  上記注意事項を守れない場合には直ちに利用を停止し、今後の利用を受け付けなません

その他ご不明な点がございましたら下記番号へお問合せください 

指定管理者 たのたい共同企業体（0985-86-0220：田野体育館事務所） 


